
(1） ＜坂本伎雄ﾘA政かわら版＞

＜坂本茂雄県議会だより＞

■高知市丸ノ内1-2-20

県議会県民の会

TEL088-823-9956県政かわ翰版
2016年

大寒号

NO.50

岨
定
例
県
議
会

星果たすべき役割を誠実に
伊方原発再稼働容認の再考を求める請願は少数否決

県
と
し
て
塑
・
４
億
円
を
投
じ
て
整
備
し
、

６
．
８
億
円
の
維
持
鋤
を
か
け
て
き
た
香
南

工
業
用
水
が
、
契
約
も
な
い
ま
ま
整
備
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
当
時
の
三
菱
龍

機
は
他
県
へ
の
立
地
も
視
野
に
あ
り
、
契
約

を
求
め
れ
ば
誘
致
話
が
解
消
さ
れ
る
可
能
性

が
否
定
で
き
な
か
っ
た
」
「
１
棟
目
の
生
産

業
誘
致
国
県
内
髪
の
あ
り
方
の
国
論
も

腿
月
定
例
県
議
会
は
、
一
般
会
計
総
額
で
約
弱
億
６
２
０
０
万
円
の
補
正
予
算
案
な
ど
知

事
提
出
議
案
認
件
を
原
案
通
り
可
決
し
、
吃
月
妬
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

尾
崎
知
事
三
期
目
の
初
議
会
で
し
た
が
、
直
前
に
香
南
市
の
ル
ネ
サ
ス
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク

ス
高
知
工
場
の
２
～
３
年
後
の
集
約
問
題
が
発
表
さ
れ
る
中
で
、
企
業
誘
致
の
あ
り
方
や
従

業
員
の
雇
用
継
続
問
題
が
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
伊
方
原
発
再
稼
働
容
認
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
尾
崎
知
事
に
再
考
を
求
め
、

国
・
県
・
四
国
電
力
に
対
し
て
再
稼
働
を
行
わ
な
い
こ
と
を
求
め
る
請
願
に
つ
い
て
も
議
論

さ
れ
ま
し
た
が
、
少
数
否
決
と
な
り
ま
し
た
。

伊方原発再稼働容潔の再考を求める請願の賛

成討論を行う坂本県議

が
順
調
一
で
、
２
棟
目
の
社
員
寮
用
地
を
取
得
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
リ
ソ

す
る
な
ど
十
分
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
（
確
認
、
グ
株
式
会
社
の
間
に
お
い
て
合
意
す
る
」
と

約
束
）
が
あ
っ
た
」
「
契
約
を
結
ぶ
場
合
、
い
う
和
解
議
案
を
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し

三
菱
側
か
ら
工
業
用
水
の
整
備
が
遅
れ
た
場
た
。

合
の
損
失
補
悩
か
求
め
ら
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
っ
し
か
し
、
今
後
と
も
、
従
業
員
の
雁
用
継

た
」
な
ど
の
３
点
を
「
締
結
し
な
か
っ
た
こ
続
を
は
じ
め
と
し
た
こ
の
合
意
内
容
が
誠
実

と
の
相
当
の
理
由
」
と
し
て
、
「
行
政
手
統
に
脇
行
さ
れ
る
の
か
、
今
回
の
轍
を
二
度
と

き
上
の
暇
庇
に
あ
た
ら
な
い
」
と
の
認
識
を
踏
ま
な
い
よ
う
な
企
業
誘
致
の
あ
り
方
、
そ

示
し
ま
し
た
。

し
て
県
内
で
留
ま
り
踏
ん
張
っ
て
い
る
地
場

こ
の
件
に
関
し
て
は
、
多
く
の
議
論
が
交
企
業
へ
の
支
援
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
丁

わ
さ
れ
ま
し
た
が
、
「
高
知
工
場
の
集
約
が
寧
に
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

決
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
従
業
員
の
雇
用

”
雑
搾
遊
離
皿
亜
錐
諏
圭
湘
緬
虹
嘘
諏
湘
龍
容
認
で
き
な
い
伊
方
原
発
再
稼
働

用
に
よ
る
本
県
経
済
の
活
性
化
等
を
目
的
と
大
き
い
本
県
の
事
故
リ
ス
ク

し
て
、
高
知
工
場
の
承
継
企
業
の
確
保
の
取

組
、
第
二
棟
用
地
の
県
へ
の
無
償
譲
渡
、
高
閉
会
日
に
は
「
原
発
を
な
く
し
、
自
然
エ

知
工
場
の
従
業
員
の
雇
用
継
続
の
取
組
、
香
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
す
る
高
知
県
民
連
絡
会
」

南
工
業
用
水
道
の
設
置
等
に
係
る
債
権
債
務
か
ら
提
出
さ
れ
た
、
「
伊
方
原
発
再
稼
働
容

の
確
認
等
に
関
し
て
、
県
、
ル
ネ
サ
ス
エ
レ
認
の
知
事
発
言
を
再
考
し
、
国
、
愛
媛
県
、

ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
株
式
会
社
及
び
ル
ネ
サ
ス
セ
四
国
電
力
に
対
し
、
伊
方
原
発
再
稼
働
を
行
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わ
な
い
こ
と
を
求
め
る
高
知
県
と
し
て
の
行

動
に
つ
い
て
」
の
請
願
に
、
坂
本
議
員
も
賛

成
の
立
場
で
討
論
し
ま
し
た
が
、
残
念
な
が

ら
県
民
の
会
と
共
産
党
会
派
の
賛
成
に
と
ど

ま
り
吃
対
羽
の
少
数
否
決
と
な
り
ま
し
た
。

伊
方
原
発
で
事
故
が
起
き
れ
ば
、
高
知
県

産
業
振
興
計
画
の
柱
で
あ
る
第
一
次
産
業
、

地
産
外
商
へ
の
影
響
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に

お
け
る
リ
ス
ク
の
拡
大
、
子
ど
も
た
ち
の
将

来
の
健
康
被
害
に
つ
な
が
る
こ
と
は
明
ら
か

で
、
そ
の
こ
と
を
事
前
に
回
避
す
る
こ
と
こ

そ
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
も
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
伊

方
原
発
の
再
稼
働
に
つ
い
て
、
そ
の
容
認
姿

勢
を
改
め
さ
せ
る
た
め
の
取
り
組
み
を
継
続

し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

｜
環
境
総
合
研
究
所
」
に
よ
る
放
射
性
物
質

飛
散
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

、
四
一
，

鍵難
』⑯

『
Ｅ
一

餌
ｒ

届
恥
監
宮

マ
イ
ク
ロ
シ
ー
｜
ベ
ル
ト
シ
姐
一
回
一

諏
如
、
麺
麺
噸
極
唖
皿

画
■
四
種
■
ロ
ロ
ロ 灘鶴謎蕊

伊方原発再稼働容認の知事発官を再考し､国､愛媛県､四国電力に対し、

伊方原発再稼働を行わないことを求める高知県としての行動の請願について

伊方原発再稼働容認の知事発官を再考し､国､愛媛県､四国電力に対し、

伊方原発再稼働を行わないことを求める高知県としての行動の請願について

1．請願の趣旨

伊方原発から250kin圏内に県土のすべてが位置する高知県民は、伊方原発再稼働問題の当事者であるというべきであり、愛媛

県中村知事の再稼働容認が表明され、伊方原発3号機の再稼働が来春とも取りざたされる中で、必要性*､IE当性もない原発再

稼働を認めず、これを行わせないための行動が必要です。

2.請願の理由

①下記に述べるように、原発による発電なしに、十分に電力は足りており、尾崎知事が再稼働容認理由として述べた「電力

の安定供給のためやむを得ない」という見解は誤認があること。

②また、伊方原発の安全性についても、それが確保されたとは言えないのであり、知事の見解には誤認があること。

③上記①，②の具体的内容

ア．福島原発事故後、四国では、原発なしで電力供給に支障が出たことは一度もない。過去10年間においても、原発以外の発

電施設による電力供給で、電力需要は充分まかなえている。四国電力は、「発電能力が、老朽化施設を除くと608.5万kwしか

なく、余裕電力3％を確保できない｣と説明しているが、そもそも、日本全体の電力需要が低下している上に、福島原発事故

後、企業は自己発電能力を強化しており、現在では、余裕曜力3％は優に確保できる状態にある。それでも、電力需要に不

安があるとするのであれば、原発を再稼働するのではなく、より安価で安全なガスコンバインド発電に切り替えればよい。

イ．現在は、原発の稼働を前提とするため、原発の維持費用と、安全対策費用が必要となっている。（毎年の維持費1.2兆円、

原発の安全対策費2.2兆円、核燃料サイクル積立金など10.2兆円）全原発の廃炉を決定し、これらの費用を取りやめれば、コ

ストは当然下がる。四国電力の一昨年2月の「電気料金値上げ申調説明資料」には、少なく見種もって、898億円の原発費用

が見込まれており、原価不足額とした625値円を上回っている。

ウ．原子力規制委員会の｢適合｣判断には、IAEAの「5層防護」の考え方が反映されておらず、安全性が立証されたとは考えら

れない。加えて、規制委員会田中委員長自身が、「安全審査ではなく、基準の適合性を審査したということ。基準の適合性

は見ていますけれども、安全だということは私は申し上げません」と述べているように、審査合格をもって、安全が確保さ

れたとは言えない。

工．原発から生まれる高レベル廃棄物の処理方法は、いまだ確立されておらず、現実的に地層処分なども全く見通しが立って

いない。すでに全国では、1.7万tの使用済み核燃料が原発の燃料ブールにため続けられており、その処理方法はいまだ定まっ

ていない。伊方原発の燃料ブールの保管可能愚はあと8年分であり、これ以上使用済み核燃料を増やすべきではない。さら

に、MOX燃料は、地層処分ができる表面温度100度に冷えるまで、500年かかる。（核燃料サイクル開発機構・2004年度契

約業務報告書「プルトニウム利用に関する海外励向の調査（04）」）その間、伊方原発の燃料ブールで保管することは不可

能である。

オ．以上のことから、四国電力は、地球環境はおろか地球に住むすべての生命に多大な危険性を及ぼすと同時に、高知県にとっ

ても事故によるリスクは計り知れないものがあり、原発稼働を一刻も早く断念し、自然エネルギー発電に方向転換すべきで

ある。自然エネルギー発電の安定性を疑問視するのであれば、当面する原発代替発電システムとして、より安価で安全なガ

スコンバインド発電を推進すべきである。

請願の項目

本年10月26日に尾崎知扇が述べた伊方原発3号機の再稼働容認発言を再考し、高知県として、同機の再稼働を行わないこと
左扇、｡国頭市'一奉納エ狩耐1左ルスールキナ画胴司錐ハゴ〒、h左上エール左轟狸但I一価hぎゐ､'十エール

1．請願の趣旨

伊方原発から250kin圏内に県土のすべてが位置する高知県民は、伊方原発再稼働問題の当事者であるというべきであり、愛媛

県中村知事の再稼働容認が表明され、伊方原発3号機の再稼働が来春とも取りざたされる中で、必要性*､IE当性もない原発再

稼働を認めず、これを行わせないための行動が必要です。

2.請願の理由

①下記に述べるように、原発による発電なしに、十分に電力は足りており、尾崎知事が再稼働容認理由として述べた「電力

の安定供給のためやむを得ない」という見解は誤認があること。

②また、伊方原発の安全性についても、それが確保されたとは言えないのであり、知事の見解には誤認があること。

③上記①，②の具体的内容

ア．福島原発事故後、四国では、原発なしで電力供給に支障が出たことは一度もない。過去10年間においても、原発以外の発

電施設による電力供給で、電力需要は充分まかなえている。四国電力は、「発電能力が、老朽化施設を除くと608.5万kwしか

なく、余裕電力3％を確保できない｣と説明しているが、そもそも、日本全体の電力需要が低下している上に、福島原発事故

後、企業は自己発電能力を強化しており、現在では、余裕曜力3％は優に確保できる状態にある。それでも、電力需要に不

安があるとするのであれば、原発を再稼働するのではなく、より安価で安全なガスコンバインド発電に切り替えればよい。

イ．現在は、原発の稼働を前提とするため、原発の維持費用と、安全対策費用が必要となっている。（毎年の維持費1.2兆円、

原発の安全対策費2.2兆円、核燃料サイクル積立金など10.2兆円）全原発の廃炉を決定し、これらの費用を取りやめれば、コ

ストは当然下がる。四国電力の一昨年2月の「電気料金値上げ申調説明資料」には、少なく見種もって、898億円の原発費用

が見込まれており、原価不足額とした625値円を上回っている。

ウ．原子力規制委員会の｢適合｣判断には、IAEAの「5層防護」の考え方が反映されておらず、安全性が立証されたとは考えら

れない。加えて、規制委員会田中委員長自身が、「安全審査ではなく、基準の適合性を審査したということ。基準の適合性

は見ていますけれども、安全だということは私は申し上げません」と述べているように、審査合格をもって、安全が確保さ

れたとは言えない。

工．原発から生まれる高レベル廃棄物の処理方法は、いまだ確立されておらず、現実的に地層処分なども全く見通しが立って

いない。すでに全国では、1.7万tの使用済み核燃料が原発の燃料ブールにため続けられており、その処理方法はいまだ定まっ

ていない。伊方原発の燃料ブールの保管可能愚はあと8年分であり、これ以上使用済み核燃料を増やすべきではない。さら

に、MOX燃料は、地層処分ができる表面温度100度に冷えるまで、500年かかる。（核燃料サイクル開発機構・2004年度契

約業務報告書「プルトニウム利用に関する海外励向の調査（04）」）その間、伊方原発の燃料ブールで保管することは不可

能である。

オ．以上のことから、四国電力は、地球環境はおろか地球に住むすべての生命に多大な危険性を及ぼすと同時に、高知県にとっ

ても事故によるリスクは計り知れないものがあり、原発稼働を一刻も早く断念し、自然エネルギー発電に方向転換すべきで

ある。自然エネルギー発電の安定性を疑問視するのであれば、当面する原発代替発電システムとして、より安価で安全なガ

スコンバインド発電を推進すべきである。

請願の項目

本年10月26日に尾崎知扇が述べた伊方原発3号機の再稼働容認発言を再考し、高知県として、同機の再稼働を行わないこと

を国、四国電力に求める行励をとること。また、同様の行動をとることを愛媛県に働きかけること。
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囲諏芸【
坂
本
議
員
】
知
事
は
、
安
保
関
連
法
に
つ

い
て
の
マ
ス
コ
ミ
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
し
て

「
本
当
に
合
憲
か
ど
う
か
は
、
個
別
的
事
例

の
議
論
を
積
孜
重
ね
て
ほ
し
い
」
と
附
帯
条

件
を
つ
け
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は
合
憲
に

な
り
得
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

【
知
事
】
政
府
に
お
い
て
、
集
団
的
自
衛
権

は
実
質
的
に
自
衛
の
も
の
に
厳
に
限
る
と
い

４
期
目
に
入
っ
て
、
初
め
て
の
一
般
質
問
の
機
会
を
得
た
坂
本
議
員
は
、
昨
年
Ⅲ
月
１
日

の
本
会
議
で
、
安
保
関
連
法
や
緊
急
事
態
条
項
と
憲
法
の
関
係
、
伊
方
原
発
原
発
再
稼
働
反

対
の
課
題
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
対
策
や
子
ど
も
の
貧
困
対
策
な
ど
、
県
民
の
ゑ
な
さ
ん
と
意

見
交
換
し
た
課
題
な
ど
で
知
事
以
下
執
行
部
の
見
解
を
求
め
ま
し
た
。
中
に
は
す
で
に
、
施

策
の
中
に
反
映
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
質
疑
と
答
弁
の
一
部
を
ご
報
告
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。
報
告
が
遅
く
な
り
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

安
保
関
連
法
は
憲
法
違
反
で
は

南
海
ト
ラ
フ
地
震
対
策
、
暮
ら
し
や
す
さ
支
援
の
課
題
で
質
問

9月定例会で代表質問を行う坂本議員

【
坂
本
議
員
】
災
害
を
理
一
由
に
憲
法
を
改
正

し
て
緊
急
事
態
条
項
、
す
な
わ
ち
国
家
緊
急

権
を
憲
法
に
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

う
方
針
を
示
す
な
ど
、
合
憲
雪
で
あ
一
る
こ
と
を

目
指
し
て
法
律
も
組
永
立
て
ら
れ
て
い
る
と

認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
安
全
保
障
関
連

法
の
条
文
は
、
一
定
抽
象
的
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
側
面
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
個
別
具

体
の
議
論
を
積
み
上
げ
、
将
来
の
政
権
で
の

窓
意
的
な
運
用
の
余
地
を
で
き
る
限
り
排
除

す
べ
き
で
あ
る
。

法
成
立
後
の
世
論
調
査
で
、
議
論
が
尽
く

さ
れ
て
い
な
い
と
の
答
え
が
７
割
を
超
え
、

ま
た
総
理
自
身
が
、
ま
だ
支
持
が
広
が
っ
て

い
な
い
と
も
言
っ
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ
議
論

を
深
め
る
べ
き
と
こ
ろ
は
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。

災
害
と
緊
急
事
態
条
項
の
憲
法
へ
の

追
加
規
定
に
つ
い
て

【
坂
本
議
員
】
知
事
は
、
四
国
電
力
と
の
一
勉

強
会
の
到
達
点
と
し
て
、
伊
方
原
発
の
安
全

性
に
つ
い
て
は
確
保
さ
れ
た
と
評
価
し
て
い

る
か
。
知
事
自
身
が
県
民
と
の
公
開
勉
強
会

を
行
い
、
県
民
の
声
と
四
竃
と
の
勉
強
会
の

到
達
点
を
踏
ま
え
た
、
県
の
態
度
表
明
を
行

う
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

第
一
次
産
業
を
軸
と
し
た
産
業
振
興
計
画

に
お
け
る
影
響
も
含
め
、
高
知
県
の
課
題
解

決
を
大
き
く
後
退
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
か

国
家
緊
急
権
と
は
戦
争
・
内
乱
・
恐
慌
な
い

し
大
規
模
な
自
然
災
害
な
ど
非
常
事
態
に
お

い
て
、
平
常
時
と
異
な
る
行
政
権
へ
の
権
力

の
集
中
及
び
人
権
の
強
度
の
制
約
を
容
認
す

る
も
の
で
、
問
題
あ
る
規
定
を
盛
り
込
ん
だ

自
民
党
憲
法
改
正
草
案
が
準
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
承
知
の
上
で
、
知
事
は
公
聴
会
で
緊

急
事
態
条
項
の
規
定
の
検
討
を
求
め
る
意
見

を
述
べ
た
の
か
。

【
知
事
】
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
が
発
生
し

た
場
合
、
国
会
の
開
催
が
可
能
な
の
か
、
憂

慮
。
ま
た
、
緊
急
時
に
は
憲
法
上
の
財
産
権
、

居
住
移
転
の
自
由
と
い
っ
た
私
権
を
制
限
し

て
で
も
、
国
民
の
生
命
や
身
体
を
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が
想
定
さ
れ
、
い
わ
ゆ

る
緊
急
事
態
条
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め

考
え
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
憲
法
審

査
会
で
議
論
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
趣
旨

で
発
言
し
た
も
の
。
自
民
党
の
憲
法
草
案
を

念
頭
に
発
言
し
た
も
の
で
は
な
い
。

伊
方
原
発
再
稼
働
に
反
対
を

》
原
発
事
故
被
災
地
を
Ⅱ
月
仰
日
に
訪
ね
ふ

皿
未
だ
事
故
当
時
の
ま
ま
の
状
況
と
除
染
フ
亜

一
レ
コ
ン
バ
ッ
ク
が
放
置
さ
れ
て
い
る
状
況
一

一
を
見
る
に
つ
け
、
フ
ク
シ
マ
を
忘
れ
た
か
一

睡
の
よ
う
な
原
発
再
稼
働
の
動
き
を
容
認
す
》

》
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

の
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
。
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
■
●
●
■
●
■
■
■
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
①
●
■
■
●
●
●
■
。
●
●
■
■
■
■
や
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【
坂
本
議
員
】
在
宅
被
災
者
が
、
支
援
の
網

の
目
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
、
避
難
所
避
難
者
と
格
差
の
な
い
よ
う
あ

ら
か
じ
め
位
置
づ
け
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ

い
て
聞
く
。

津
波
火
災
対
策
に
つ
い
て
、
補
正
予
算
案

に
あ
る
「
浦
戸
湾
内
の
石
油
施
設
の
状
況
等

を
監
視
で
き
る
被
害
状
況
監
視
シ
ス
テ
ム
の

整
備
」
に
よ
る
「
火
災
の
延
焼
、
拡
大
リ
ス

ク
の
軽
減
」
の
効
果
に
つ
い
て
聞
く
。

長
期
浸
水
地
域
な
ど
の
津
波
避
難
ビ
ル
は
、

直
後
は
孤
立
し
、
食
稲
な
ど
の
支
援
が
届
か

ら
こ
そ
、
再
稼
働
に
は
、
明
確
に
反
対
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
知
事
に
聞
く
。

【
知
事
】
原
子
力
規
制
委
員
会
ほ
か
、
愛
媛

県
の
伊
方
原
子
力
発
電
所
環
境
安
全
管
理
委

員
会
、
原
子
力
安
全
専
門
部
会
に
お
い
て
も
、

新
規
制
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ

た
も
の
と
受
け
と
め
て
い
る
。

他
方
、
本
県
で
は
、
安
全
対
策
に
関
す
る

四
国
電
力
の
回
答
も
公
表
し
た
。
こ
の
報
告

に
対
す
る
意
見
を
踏
ま
え
て
、
必
要
に
応
じ

て
四
国
電
力
に
さ
ら
に
説
明
を
求
め
て
い
き

た
い
。
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
確

認
を
行
う
必
要
が
あ
る
段
階
に
あ
る
と
考
え

て
い
る
．

県
民
の
意
見
、
質
問
は
、
伊
方
原
発
の
安

全
性
を
確
認
し
、
徹
底
す
る
よ
う
求
め
る
た

め
に
始
め
た
四
国
電
力
に
対
し
て
、
今
後
も

勉
強
会
な
ど
で
説
明
を
求
め
て
い
く
。

南
海
ト
ラ
フ
地
震
対
策
に
つ
い
て

な
い
こ
と
が
想
定
一
さ
れ
る
の
で
、
避
難
者
用

の
食
糧
・
水
の
備
蓄
の
必
要
性
に
つ
い
て
聞

く
。【

知
事
】
本
県
に
お
い
て
も
被
災
１
週
間
後

で
、
避
難
者
の
う
ち
約
弱
％
の
方
が
在
宅
を

含
め
、
避
難
所
以
外
の
場
所
で
避
難
さ
れ
る

と
想
定
、
在
宅
避
難
者
の
情
報
収
集
、
情
報

提
供
、
食
料
や
水
な
ど
の
配
給
物
資
の
受
け

渡
し
に
つ
い
て
、
地
域
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
体

制
に
つ
い
て
定
め
る
。

【
危
機
管
理
部
長
】
最
悪
の
場
合
に
は
、
津

波
火
災
が
発
生
し
、
住
民
が
避
難
し
て
い
る

津
波
避
難
ビ
ル
に
迫
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る

の
で
、
石
油
ガ
ス
基
地
だ
け
で
な
く
、
浦
戸

湾
内
へ
の
油
や
瓦
れ
き
の
流
出
状
況
、
火
災

の
発
生
や
拡
大
な
ど
湾
全
体
の
被
害
状
況
を

常
時
監
視
で
き
る
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と

は
有
効
。

【
部
長
再
答
弁
】
津
波
避
難
ビ
ル
へ
の
避
難

者
用
の
食
料
や
水
に
つ
い
て
は
、
津
波
避
難

ビ
ル
に
、
市
町
村
の
公
的
備
蓄
を
分
散
配
置

す
る
こ
と
が
確
実
な
方
法
と
考
え
て
お
り
、

現
在
、
高
知
市
と
協
議
を
行
っ
て
い
る
と
こ

ろ
。

津波避難ビルに指定されている
マンション

【
坂
本
議
員
】
「
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
書
や

保
護
者
に
対
す
る
就
労
支
援
、
生
活
や
経
済

面
で
の
支
援
を
行
う
な
ど
、
よ
り
総
合
的
な

支
援
」
に
お
い
て
、
県
民
世
論
調
査
に
あ
る

施
策
を
ど
の
よ
う
に
講
じ
て
い
く
の
か
。

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
い
わ

ゆ
る
Ｓ
Ｓ
Ｗ
に
つ
い
て
、
年
度
末
と
は
じ
め

の
間
に
「
仕
事
の
切
れ
目
」
が
生
じ
て
い
る

が
、
切
れ
目
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
の
配
置

に
つ
い
て
聞
く
。

【
知
事
】
県
民
世
論
調
査
や
ひ
と
り
親
家
庭

約
５
千
所
帯
へ
の
詳
細
な
実
態
調
査
の
結
果

を
分
析
の
う
え
、
子
ど
も
た
ち
が
置
か
れ
て

い
る
現
状
を
把
握
し
た
上
で
、
今
年
度
中
に

子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
を
策
定
し
て
い
く
。

【
教
育
長
】
Ｓ
Ｓ
Ｗ
の
配
個
が
切
れ
る
こ
と

と
な
る
春
休
み
期
間
は
、
特
に
不
登
校
な
ど

の
課
題
を
抱
え
る
子
ど
も
や
そ
の
家
庭
に
は
、

丁
寧
な
支
援
が
必
要
な
時
期
な
の
で
本
来
は

切
れ
目
な
く
配
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

考
え
て
い
る
。

今
後
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
の
配
侭
期
間
の
改
善
に
つ

い
て
、
国
へ
の
要
望
を
行
う
と
と
も
に
、
県

と
し
て
何
が
で
き
る
の
か
、
市
町
村
と
も
十

分
に
協
議
を
し
て
い
く
。

【
坂
本
議
員
】
県
内
に
お
け
る
分
娩
を
取
り

子
ど
も
の
貧
困
の
解
消
に
つ
い
て

扱
う
産
婦
人
科
の
偏
在
の
改
善
に
つ
い
て
聞

く
。

欠
員
状
況
の
続
く
、
幡
多
け
ん
ふ
ん
病
院

で
の
助
産
師
確
保
の
た
め
の
抜
本
策
に
つ
い

て
聞
く
。

県
立
病
院
に
お
け
る
助
産
師
の
継
続
的
な

確
保
の
た
め
、
勤
務
条
件
の
改
善
な
ど
に
つ

い
て
聞
く
。

【
知
事
】
県
内
の
産
婦
人
科
医
師
の
増
加
と

定
着
を
図
る
た
め
、
県
の
奨
学
金
制
度
に
産

婦
人
科
に
関
す
る
加
算
制
度
を
設
け
、
卒
業

後
は
、
専
門
医
の
資
格
取
得
を
支
援
し
、
分

娩
に
従
事
し
た
産
婦
人
科
医
へ
の
手
当
支
援

の
補
助
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。

諸
事
情
か
ら
、
分
娩
施
設
の
な
い
高
幡
保

健
医
療
圏
で
の
分
娩
再
開
は
難
し
い
状
況
。

高
幡
圏
域
の
市
町
村
で
は
、
保
健
師
や
助
産

師
に
よ
る
妊
婦
教
室
の
開
催
や
育
児
相
談
な

ど
の
取
り
組
承
に
助
成
を
行
っ
て
い
る
。

【
健
康
政
策
部
長
】
こ
の
５
年
間
で
県
内
２

大
学
の
卒
業
生
と
奨
学
金
制
度
を
利
用
し
た

如
名
が
、
県
内
医
療
機
関
に
就
職
。
就
業
場

所
は
県
中
央
部
の
医
療
機
関
に
集
中
し
て
お

り
、
議
員
の
懸
念
ど
お
り
、
地
域
間
で
の
偏

在
が
課
題
。

こ
の
た
め
、
本
年
度
末
で
条
例
の
期
限
が

失
効
す
る
助
産
師
緊
急
確
保
対
策
奨
学
金
は
、

期
限
を
延
長
す
る
と
と
も
に
、
郡
部
の
医
療

機
関
で
の
就
業
の
動
機
づ
け
と
な
る
よ
う
、

内
容
の
見
直
し
も
検
討
す
る
。

【
公
営
企
業
局
長
】
幡
多
け
ん
み
ん
病
院
に

お
け
る
助
産
師
確
保
は
、
経
験
豊
富
な
助
産

師
な
ど
、
幅
広
く
応
募
で
き
る
よ
う
年
齢
制
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【
坂
本
議
員
】
高
知
市
中
心
部
の
バ
ス
タ
ー

ミ
ナ
ル
候
補
地
の
検
討
の
現
状
に
つ
い
て
間

〃
ご
＼
Ｏ

株
主
総
会
が
非
公
開
で
あ
る
こ
と
に
対
し

て
、
情
報
の
開
示
が
求
め
ら
れ
た
り
、
透
明

性
の
高
い
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
疑
問
が

呈
さ
れ
て
い
る
。
「
県
民
が
最
大
株
主
」
と

言
っ
て
き
た
以
上
、
可
能
な
限
り
の
情
報
を

公
開
す
べ
き
。

情
報
公
開
を
求
め
ら
れ
、
公
文
書
不
存
在

を
理
由
に
非
公
開
と
し
た
「
と
さ
で
ん
交
通

の
損
益
計
算
書
内
の
特
別
損
失
（
構
造
改
革

費
用
）
に
つ
い
て
の
契
約
内
容
、
支
払
先
、

仕
様
書
等
及
び
成
果
物
」
な
ど
の
情
報
提
供

に
つ
い
て
聞
く
。

【
知
事
】
と
さ
で
ん
交
通
は
、
会
社
設
立
の

経
緯
も
あ
り
、
情
報
公
開
を
基
本
に
置
い
て
、

で
き
る
限
り
丁
寧
な
説
明
を
す
る
と
い
う
考

え
。
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
議
や
、
株
主
総
会
を

開
催
し
た
際
の
記
者
会
見
で
経
営
情
報
や
事

業
再
生
の
進
捗
状
況
な
ど
の
情
報
提
供
は
な

限
を
開
歳
ま
で
引
き
上
げ
、
一
試
験
回
数
も
２

回
か
ら
さ
ら
に
増
や
す
。

ま
た
、
幡
多
け
ん
み
ん
病
院
の
実
情
も
踏

ま
え
た
上
で
、
実
習
の
受
け
入
れ
も
検
討
。

さ
ら
に
、
職
員
が
継
続
し
て
勤
務
で
き
る
環

境
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、
助
産
師
確
保
に
資

す
る
よ
う
、
待
遇
面
の
改
善
な
ど
に
つ
い
て

も
検
討
す
る
。

と
さ
で
ん
交
通
の
経
営
の
透
明
性
と

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
つ
い
て

【
坂
本
議
員
】
「
新
堀
川
駐
車
場
の
一
部
撤

去
に
よ
る
新
堀
川
環
境
変
化
の
調
査
結
果

（
詳
細
版
）
」
は
検
証
委
員
会
に
よ
る
も
の

県
が
所
有
す
る
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
情

報
公
開
条
例
に
基
づ
き
公
開
し
て
い
く
こ
と

が
原
則
。
議
員
指
摘
の
ケ
ー
ス
は
、
企
業
間

の
契
約
内
容
に
関
す
る
も
の
で
、
内
容
に
よ
っ

て
個
別
に
判
断
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

【
副
知
事
】
路
線
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
設
置

は
、
一
極
集
中
型
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
整
備
は
、

困
難
と
の
認
識
が
示
さ
れ
、
当
面
は
高
知
駅
、

県
庁
前
、
は
り
ま
や
橋
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
と
さ

で
ん
交
通
本
社
、
こ
の
四
拠
点
で
、
分
散
型

タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
の
機
能
を
確
保
す
る
提

案
が
な
さ
れ
た
．

今
後
は
、
中
央
地
域
公
共
交
通
改
善
協
議

会
で
、
分
散
型
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
考
え
方
を
取

り
入
れ
た
形
の
バ
ス
路
線
の
再
編
に
関
す
る

検
討
が
、
公
開
で
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
。

さ
れ
て
い
る
。
で
も
な
く
、
県
と
委
託
業
者
に
よ
る
断
定
的
状
況
、
干
潟
の
土
の
汚
濁
状
況
、
干
潟
の
動

ま
た
、
中
央
地
域
公
共
交
通
改
善
協
議
会
な
文
章
で
、
誤
っ
た
情
報
を
市
民
に
提
供
し
、
物
の
生
息
状
況
に
分
け
、
駐
車
場
下
の
数
値

で
は
、
広
く
県
民
か
ら
の
意
見
を
募
り
、
利
ミ
ス
リ
ー
ド
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
県
を
基
準
に
そ
の
差
を
相
対
的
に
比
較
し
た
結

便
性
向
上
策
や
バ
ス
路
線
の
再
編
、
ダ
イ
ヤ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
果
を
お
示
し
た
も
の
。
ア
ン
ケ
ー
ト
時
に
添

適
正
化
な
ど
、
公
開
で
議
論
が
さ
れ
て
い
る
．
【
土
木
部
長
】
新
堀
川
駐
車
場
を
一
部
撤
去
付
し
た
資
料
の
内
容
は
、
客
観
的
か
つ
適
正

会
社
か
ら
は
、
株
主
総
会
も
含
め
、
情
報
し
た
こ
と
に
よ
る
新
堀
川
の
環
境
変
化
の
調
な
も
の
で
あ
り
、
誤
っ
た
情
報
を
提
供
し
た

公
開
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
課
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
駐
車
場
を
撤
去
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

題
意
識
を
持
っ
て
検
討
し
て
い
く
考
え
と
間
後
の
３
年
間
の
観
測
デ
ー
タ
を
藻
類
の
増
殖

い
て
一
い
る
。

都
市
計
画
道
路
は
り
ま
や
町

一
宮
線
の
工
事
に
つ
い
て

i
i
i

一
一
会
派
政
務
活
動
一

●
戸 i

i

i

i

i

i
i

Ⅱ
月
帥
日
～
児
月
２
日
に
か
け
一
て
、
会

派
の
政
務
調
査
活
動
で
島
根
、
鳥
取
、
神

戸
へ
と
出
向
い
て
き
ま
し
た
。
調
査
先
は
、

次
の
通
り
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
学
ぶ
課

題
の
多
い
調
査
と
な
り
ま
し
た
。

Ⅱ
月
釦
日

島
根
県
中
山
間
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
、

雲
南
市
・
波
多
交
流
セ
ン
タ
ー

枢
月
１
日

鳥
取
県
環
境
立
県
推
進
課
、
鳥
取
県
立

図
書
館

枢
月
２
日

人
と
防
災
未
来
セ
ン
タ
ー
施
設
見
学
及

び
「
孤
立
集
落
対
策
」
「
地
域
復
興
に

お
け
る
支
援
対
策
」
の
あ
り
方
に
つ
い

て
聞
き
取
り

な
か
で
も
、
学
校
図
書
館
支
援
セ
ン
タ
ー
、

「
読
ゑ
メ
ソ
」
事
業
、
ま
た
、
課
題
解
決

型
図
書
館
と
し
て
の
施
設
運
営
の
在
り
方

な
ど
に
つ
い
て
調
査
し
た
鳥
取
県
立
図
書

館
で
は
、
境
港
市
出
身
の
漫
画
家
水
木
し

げ
る
さ
ん
が
ご
逝
去
さ
れ
た
翌
日
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
、
追
悼
展
が
開
か
れ
て
い

ま
し
た
。

噂
通
り
の
鳥
取
県
血
図
書
館
の
充
実
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●
移
住
者
の
定
着
に
向
け
た
取
り
組
玖
の

強
化
を
図
る
こ
と
。
（
満
足
度
も
含
め
た

ケ
ア
の
拡
大
）

【
回
答
】
移
住
者
の
事
後
の
転
出
事
例
は
、

Ⅱ
事
例
。
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
防
止
、
市
町
村

の
相
談
体
制
の
強
化
と
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
。

満
足
度
も
含
め
た
調
査
も
必
要
と
考
え
る
。

●
「
命
を
守
る
対
策
」
と
し
て
、
家
屋
の

耐
震
化
に
つ
い
て
は
、
木
造
家
屋
だ
け
で

は
な
く
、
集
合
住
宅
の
耐
震
化
へ
の
支
援

制
度
を
創
設
す
る
こ
と
。

【
回
答
】
市
町
村
に
よ
っ
て
は
、
制
度
化

さ
れ
て
い
な
い
が
、
補
助
対
象
と
し
て
考

え
て
い
く
べ
く
取
り
組
ふ
た
い
．

●
木
造
家
屋
の
耐
震
化
に
つ
い
て
は
、
県

産
木
材
の
活
用
を
図
る
一
室
耐
震
化
に
つ

い
て
も
支
援
を
す
る
こ
と
。

【
回
答
】
全
体
が
倒
壊
し
た
場
合
、
外
に

救
出
す
る
こ
と
の
困
難
性
な
ど
の
課
題
が

あ
る
の
で
、
ま
ず
は
低
コ
ス
ト
エ
法
の
浸

透
や
壁
柱
工
法
の
可
能
性
を
検
討
し
た
い
。

●
長
期
浸
水
対
策
を
抜
本
的
に
行
い
、
浸

水
期
間
の
短
縮
、
域
外
避
難
所
の
確
保
、

在
宅
避
難
期
間
の
支
援
体
制
な
ど
「
命
を

つ
な
ぐ
対
策
」
の
加
速
化
を
図
る
こ
と
。

【
回
答
】
三
期
目
の
重
点
施
策
で
、
高
知

市
と
の
連
携
を
大
事
に
し
て
全
力
を
あ
げ

て
い
く
。
ど
こ
の
避
難
ピ
ル
に
逃
げ
る
か

分
か
ら
な
い
と
い
う
知
人
も
い
て
、
驚
い

県
政
要
望
と
回
答
一
抜
粋
一

た
。

●
復
旧
・
復
興
期
の
「
生
活
を
立
ち
あ
げ

る
対
策
」
と
し
て
、
事
前
復
興
の
あ
り
方

と
生
業
の
再
興
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
住

民
参
加
を
も
と
に
進
め
る
こ
と
。

【
回
答
】
提
案
の
と
お
り
で
、
応
急
期
後

期
か
ら
復
旧
・
復
興
期
の
取
り
組
み
に
力

を
入
れ
て
い
く
。

●
本
県
沿
岸
漁
業
の
再
生
を
図
る
た
め
に

漁
師
育
成
予
備
校
、
仮
称
「
漁
師
の
学
校
」

の
創
設
を
提
案
す
る
。

【
回
答
】
各
地
で
漁
法
も
違
う
の
で
、
学

校
で
育
成
す
る
と
言
う
よ
り
担
い
手
育
成

の
支
援
団
体
へ
の
支
援
を
検
討
し
た
い
。

●
農
林
業
の
担
い
手
の
確
保
に
向
け
た
取

り
組
ゑ
の
拡
充
を
図
る
こ
と
。

【
回
答
】
農
業
に
つ
い
て
は
、
研
修
用
ハ

ウ
ス
な
ど
就
農
に
あ
た
っ
て
の
支
援
を
強

化
し
た
い
。
林
業
に
つ
い
て
は
、
林
業
学

校
で
学
ん
で
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
小
規

模
林
家
の
支
援
を
行
い
裾
野
を
広
げ
る
。

●
医
療
過
疎
地
域
の
解
消
を
図
る
た
め
の

人
材
確
保
と
医
療
体
制
の
構
築
を
確
立
す

る
こ
と
。

【
回
答
】
日
本
一
の
健
康
長
寿
県
構
想
の

柱
で
も
あ
る
住
ふ
慣
れ
た
地
域
で
の
医
療

過
疎
の
問
題
は
重
要
な
課
題
。
医
師
確
保
、

奨
学
金
制
度
の
充
実
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
へ
の
支
援
を
行
い
た
い
。

●
厳
し
い
環
境
に
あ
る
子
ど
も
に
対
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
の
支
援
強
化
を
図
る
こ

と
で
「
子
ど
も
の
貧
困
」
の
解
消
を
図
る

こ
と
。

【
回
答
】
重
要
な
課
題
と
し
て
捉
え
て
お

り
、
年
度
内
に
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画

も
策
定
し
、
徹
底
し
て
力
を
入
れ
て
い
く
。

●
少
子
化
対
策
を
図
る
た
め
の
環
境
整
備

の
た
め
、
医
療
面
・
福
祉
面
・
雇
用
面
か

ら
出
産
条
件
の
確
保
、
子
育
て
支
援
の
施

策
を
拡
充
す
る
こ
と
。

【
回
答
】
産
業
振
興
計
画
な
み
に
取
り
組

ん
で
、
県
民
運
動
に
し
て
い
く
。
企
業
の

努
力
な
ど
も
求
め
て
い
き
た
い
。

●
大
学
卒
業
生
の
Ｕ
タ
ー
ン
・
県
内
定
着

を
促
進
す
る
た
め
に
も
、
奨
学
金
制
度
の

改
善
を
図
る
こ
と
。

【
回
答
】
給
付
型
の
奨
学
金
制
度
の
在
り

方
を
求
め
、
高
知
に
帰
っ
て
ほ
し
い
と
い

う
働
き
方
の
仕
組
み
も
考
え
た
い
。

●
今
後
の
南
海
ト
ラ
フ
地
震
対
策
に
必
要

な
経
費
を
見
込
ん
で
も
、
中
期
的
に
安
定

し
た
財
政
運
営
が
で
き
る
見
通
し
で
あ
る

が
、
今
後
の
対
応
を
加
速
化
さ
せ
る
こ
と
。

【
回
答
】
避
難
空
間
の
確
保
が
一
定
進
ん

だ
の
で
、
今
後
は
、
そ
れ
ら
の
財
源
を
耐

震
化
な
ど
に
振
り
向
け
た
い
。

●
公
契
約
条
例
の
制
定
を
図
り
、
公
共
事

業
、
委
託
業
務
な
ど
の
発
注
先
労
働
者
の

雇
用
関
係
と
労
働
実
態
、
さ
ら
に
は
自
治

体
の
内
部
に
あ
る
非
正
規
公
務
員
の
雇
用

環
境
の
改
善
を
図
る
こ
と
。

【
回
答
】
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
と
か
わ
ら

ず
、
条
例
で
定
め
る
も
の
で
は
な
い
と
の
一

考
え
。


